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改訂履歴 

改訂 No. 制定・改訂内容 制定・改訂日 

Ver.10.0 グリーン調達基準を一新した 

・富士フイルム グリーン調達基準書 Ver.3.3 準拠 

・当事業部として独自に指定する含有制限化学物質を追加 

2020 年 2月 28 日 

Ver.10.1 富士フイルム グリーン調達基準書 Ver.3.4 準拠 2020 年 12 月 1日 

Ver.10.2 ①事業部統合・名称変更に伴い、以下の変更を実施 

・基準名を変更 

・旧イメージング事業部製品の機器製品を対象となる製品群に追加 

②富士フイルム グリーン調達基準書 Ver.3.5 準拠 

③新規法規制動向・お客様基準を踏まえ、含有情報伝達物質を追加 

④富士フイルム グリーン調達基準書を引用のためアスベストを削除 

2021 年 10 月 1日 

Ver.10.3 ①富士フイルム グリーン調達基準書 Ver.3.6 準拠 

②新規法規制動向・お客様基準を踏まえ、含有制限化学物質 (PFCA、

PFHxS、DP、UV-328、鉱物油)、含有情報伝達物質 (PFAS) を追加 

2023 年 7月 21 日 
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１．はじめに 

本基準書は、富士フイルム グリーン調達基準書に準拠し、富士フイルム株式会社 イメージングソリ

ューション事業部(以下、当事業部という)が調達する物品に対して化学物質の管理基準を定める。 

 

２．グリーン調達基準 

下記(1)から(2)の全ての基準を満たしていること。 

(1) 富士フイルム グリーン調達基準書 

    https://www.fujifilm.com/jp/ja/about/sustainability/procurement#link01 

(2) 当事業部として独自に指定する含有制限化学物質※、含有量把握管理化学物質※に対する基準を

順守していること。 

※含有制限化学物質・含有量把握管理化学物質とその基準値は表 1～表 2に記載します。 

※法規制で適用除外の指定がある場合は、その範囲内で含有を認めます。 

なお、当社お客様要求などにより、本基準書と異なるお願いをする場合があります。 

   

表 1. 当事業部として独自に指定する含有制限化学物質 

フッ素系温室効果ガス（PFC、SF6、HFC） 

対象 規制値 

・全て 意図的添加 

適用除外 ・プロジェクター用電源ユニットのサージアブソーバーへ使用される SF6 

 

オゾン層破壊物質（ODS） 

モントリオール議定書 附属書 A、B、C、E の対象物質(*)  

対象 規制値 

・アーティクル 意図的添加 

・ODS による処理が施された部品・材料 
  ODS による洗浄加工・ 

発泡加工等の処理 
(*) 参考： 

http://www.env.go.jp/earth/ozone/montreal_protocol.html （環境省ウェブサイト） 

http://ozone.unep.org/（UNEP オゾン事務局ウェブサイト） 

 

ポリ塩化ターフェニル類（PCT 類） 

対象 規制値 

・アーティクル 
材料中の 0.005 重量% 

（50 ppm）以下 

 

酸化ベリリウム 

対象 規制値 

・全て 
製品中の 0.1 重量% 

（1000 ppm）以下 
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ポリ塩化ビニル（PVC）及び PVC 混合物 

対象 規制値 

・業務用を除く、下記製品のキャリングバック、キャリングケース、キ

ャリングポーチ用の生地およびコーティング剤 

-パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブ

ルオーディオ 

・アクセサリー、接続コード等を束ねる結束バンド 

・製品および製品に同梱されるアクセサリー等に用いられる包装部品・

材料（袋、粘着テープ、カートン、ブリスタパックなど）ただし、デ

バイス、半導体およびその他部品に用いられる包装部品・材料（トレ

イ、マガジンスティック、ストッパ、リール、エンボスキャリアテー

プなど）を除く 

・熱収縮チューブ（ただし、電池に使用される部品･材料を除く） 

・フレキシブルフラットケーブル（FFC） 

・絶縁板、化粧板、ラベル（ただし、電池に使用される部品・材料を除

く） 

・シート、ラミネート 

・車載機器取付け用吸着盤 

意図的使用 

適用除外 
・塗料、インキ、コーティング剤、接着剤等に用いられる樹脂用結着剤（バインダ） 

・購買部門が指定したアーティクル 

 

 

トリス（2-クロロエチル）=ホスファート（TCEP）、トリス（1-クロロ-2-プロピル）=ホスファート（TCPP）、

トリス（1,3-ジクロロ-2-プロピル）ホスファート（TDCPP） 

CAS No.115-96-8、別名:リン酸トリス（2-クロロエチル）、トリス（2-クロロエチル）=ホスフェート 

CAS No.13674-84-5、別名:リン酸トリス（1-メチル-2-クロロエチル）、トリス（1-クロロ-2-プロピル）

=ホスフェート 

CAS No.13674-87-8、別名:リン酸トリス（1,3-ジクロロ-2-プロピル）、トリス（1,3-ジクロロ-2-プロピ

ル）ホスフェート 

対象 規制値 

・アーティクル 
成形品中の 0.1 重量% 

（1000 ppm）以下 

 

塩化コバルト 

CAS No.7646-79-9 

対象 規制値 

・乾燥剤（シリカゲル等）に使用される湿度指示薬 意図的添加 

・湿度インジケーター 

（注）湿度インジケーターとは、塩化コバルトを紙などに含浸させたタ

イプのもの 

成形品中の 0.1 重量% 

（1000 ppm）以下 

 

長鎖(C9-C21)ペルフルオロカルボン酸(PFCAs)とその塩及び関連物質 

対象 規制値 

・全て 意図的添加 
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ペルフルオロヘキサン-1-スルホン酸(PFHxS)とその塩 

対象 規制値 

・全て 成形品または混合物中の

0.0000025 重量% 

（25 ppb）以下 

 

ペルフルオロヘキサン-1-スルホン酸(PFHxS)の関連物質 

対象 規制値 

・全て 成形品または混合物中の

0.0001 重量% 

（1000 ppb）以下 

 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.16,9.02,13.05,10] 

オクタデカ-7,15-ジエン(“デクロランプラス”TM)(DP)   

対象 規制値 

・全て 意図的添加 

(2023 年 10 月 1 日以降) 

 

2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル）-4,6-ジ-ターシャリ-ペンチルフェノール (UV-328) 

対象 規制値 

・全て 意図的添加 

(2023 年 10 月 1 日以降) 

 

1～7個の芳香環を含む鉱物油芳香族炭化水素 (MOAH) 

対象 規制値 

・包材、印刷物 インク中の 1 重量%以下 

(～2023 年 12 月 31日) 

インク中の 0.1 重量%以下 

(2024 年 1月 1日以降) 

 

前項の MOAH のうち、芳香環 3～7の化合物 

対象 規制値 

・包材、印刷物 インク中の 1ppm 以下 

(2024 年 1月 1日以降) 

 

16～35 の炭素原子を含む鉱物油飽和炭化水素 (MOSH) 

対象 規制値 

・包材、印刷物 インク中の 0.1%以下 

(2024 年 1月 1日以降) 
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表 2 含有量把握管理化学物質 

 

デカブロモジフェニルエタン（DBDPE）(CAS No. 84852-53-9) 

対象 対象 

・全て 意図的添加 

 

ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)とその塩及び関連物質 

対象 規制値 

・全て 意図的添加 

 

過塩素酸塩 

過塩素酸塩リチウム(CAS No. 7791-03-9)を含む 

対象 規制値 

・電池またはその構成部品 6x10-7重量％（6 ppb） 

 

放射性物質 

chemSHERPA 管理物質上で、JAMP-SN0038 に相当する物質群 

対象 規制値 

・全て 意図的添加 

 

パー/ポリフルオロアルキル化合物(PFAS)  

対象 規制値 

・全て 意図的添加 

 

※PFAS リストは、OECD の定義を参照のこと。詳しくは担当者にお問い合わせください。 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/global-database-of-per-and-polyfluoroalkyl

-substances.xlsx 

 

本付属書に関する問い合わせ先： 

 

富士フイルム株式会社 

イメージングソリューション事業部 品質保証グループ 

e-mail：ff-kankyou-imaging@fujifilm.com 


